
ド
イ
ツ
の
バ
イ
エ

ル
社
は
、
医
療
界
で

は
医
薬
品
メ
ー
カ
ー

と
の
認
識
だ
が
、
実

は
世
界
的
化
学
・
薬

品
総
合
メ
ー
カ
ー
で

あ
る
。
そ
の
バ
イ
エ
ル
社
が
今

般
、
種
苗
・
農
薬
メ
ー
カ
ー
の

モ
ン
サ
ン
ト
を
買
収
す
る
と
の

報
道
に
は
驚
い
た
▼
こ
の
モ
ン

サ
ン
ト
、「
世
界
的
な
悪
徳
企

業
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
同
社

の
主
事
業
は
、
一
代
限
り
し
か

作
物
の
採
れ
な
い
穀
物
の
タ
ネ

（
Ｆ
１
種
）の
販
売
で
あ
る
。
農

家
は
、
毎
年
同
社
か
ら
タ
ネ
を

購
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
で
使
用

さ
れ
た
枯
葉
剤
を
元
に
、
強
力

な
除
草
剤
「
ラ
ウ
ン
ド
ア
ッ

プ
」
を
開
発
・
販
売
し
て
き
た
。

さ
ら
に
遺
伝
子
組
換
技
術
を
使

い
、
ラ
ウ
ン
ド
ア
ッ
プ
を
撒
い

て
も
枯
れ
な
い
穀
物
の
タ
ネ

「
ラ
ウ
ン
ド
ア
ッ
プ
レ
デ
ィ
」

を
開
発
し
た
。
農
地
に
ラ
ウ
ン

ド
ア
ッ
プ
レ
デ
ィ
の
タ
ネ
を
植

え
、
ラ
ウ
ン
ド
ア
ッ
プ
を
撒
け

ば
、
除
草
作
業
の
労
力
が
大
幅

に
軽
減
し
、
効
率
的
な
収
穫
が

で
き
る
と
喧
伝
し
、
実
際
に
世

界
中
で
使
わ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
収
穫
物
に
は
エ
ス
ト
ロ
ゲ

ン
が
多
く
含
有
さ
れ
、
精
子
減

少
症
の
原
因
と
の
説
が
有
力
だ

▼
日
本
は
食
料
と
し
て
の
遺
伝

子
組
換
作
物
は
輸
入
禁
止
し
て

い
る
が
、
家
畜
用
飼
料
と
し
て

多
く
輸
入
さ
れ
て
い
る
。
国
の

安
全
保
障
は
軍
事
だ
け
で
な

く
、
食
物
の
安
全
保
障
も
大
切

で
、
で
き
る
か
ぎ
り
自
給
す
る

こ
と
が
望
ま
し
く
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
は

そ
の
意
味
で
も
危
険
で
あ
る
。

世
界
的
な
医
薬
、
農
薬
、
種
苗

メ
ー
カ
ー
と
な
る
バ
イ
エ
ル
社

の
動
向
か
ら
目
が
離
せ
な
い
。
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二
〇
一
五
年
十
一
月
か
ら

二
〇
一
六
年
一
月
の
期
間
に

て
、
会
員
の
先
生
方
に
「
受
診

実
態
調
査
」
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の

ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

調
査
結
果
で
は
、
三
割
以
上
の

医
師
・
歯
科
医
師
が
経
済
的
理

由
で
の
受
診
中
断
・
中
止
を
経

験
し
た
こ
と
が
あ
る
、
四
割
近

く
が
経
済
的
理
由
に
よ
る
検
査

や
治
療
、
投
薬
の
拒
否
を
経
験

し
た
こ
と
が
あ
る
な
ど
の
、
受

診
抑
制
の
実
態
が
明
ら
か
と
な

り
ま
し
た
（
調
査
結
果
の
概
要

は
四
面
掲
載
）。

経
済
的
な
理
由
で
必
要
な
医

療
が
十
分
に
受
け
ら
れ
な
い
こ

と
は
本
来
あ
っ
て
は
な
ら
な
い

こ
と
で
あ
り
、
こ
の
実
態
を
広

く
県
民
に
知
っ
て
い
た
だ
き
た

く
、
八
月
二
十
五
日
（
木
）
に

石
川
県
庁
記
者
室
に
て
記
者
発

表
を
行
い
ま
し
た
。
記
者
発
表

に
は
西
田
直
巳
会
長
、
平
田
米

里
副
会
長
、
工
藤
事
務
局
長
、

大
田
事
務
局
員
が
参
加
し
、
新

聞
社
三
社
（
北
國
新
聞
、
北
陸

中
日
新
聞
、
読
売
新
聞
）、
テ

レ
ビ
局
三
社
（
北
陸
朝
日
放

送
、
石
川
テ
レ
ビ
、
テ
レ
ビ
金

沢
）
か
ら
取
材
を
受
け
ま

し
た
。

記
者
発
表
で
は
調
査
結
果
を

報
告
す
る
と
と
も
に
、
西
田
会

長
か
ら
「
私
は
小
児
科
医
だ

が
、
小
児
科
で
は
受
診
中
断
は

見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
子
ど
も

医
療
費
助
成
制
度
が
充
実
し
、

窓
口
負
担
が
月
五
百
円
だ
か

ら
。
他
の
世
代
も
窓
口
負
担
の

軽
減
が
必
要
だ
」、

平
田
副
会
長
か
ら

「
歯
科
は
医
科
よ

り
さ
ら
に
深
刻

で
、
痛
み
さ
え
な

く
な
れ
ば
、
治
療

の
途
中
で
来
な
く

な
る
」
な
ど
の
、

医
療
現
場
の
生

の
声
を
届
け
ま

し
た
。

今
後
、
政
府
は

「
七
十
五
歳
以
上

の
高
齢
者
の
窓
口

負
担
を
現
在
の
一

割
か
ら
二
割
に
引
き
上
げ
」

「
七
十
歳
以
上
の
高
齢
者
の

高
額
療
養
費
制
度
の
上
限
額

を
現
在
の
一
万
二
千
円
か
ら

五
万
八
千
円
に
引
き
上
げ
」

「『
か
か
り
つ
け
医
』
以
外
の
受

診
で
窓
口
負
担
増
」
な
ど
の
患

者
負
担
増
を
計
画
し
て
い
ま

す
。
今
で
も
経
済
的
理
由
に
よ

り
受
診
し
な
い
人
や
治
療
を
控

え
る
人
が
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら

の
負
担
増
計
画
が
実
施
さ
れ
れ

ば
、
さ
ら
に
治
療
が
必
要
な
人

を
医
療
か
ら
遠
ざ
け
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。「
い
つ
で
も
、
ど

こ
で
も
、
誰
も
」
が
、
必
要
十

分
な
医
療
を
受
け
ら
れ
る
よ

う
、
保
険
医
協
会
は
こ
れ
ら
の

患
者
負
担
増
計
画
に
反
対
し
、

県
民
・
市
民
へ
情
報
を
発
信
し

て
い
き
ま
す
。

昨年秋に引き続き、保団連・全国の保険医協会は「クイズで考える私たちの医
療」運動を行います。これは、現在政府が進めている「75歳以上の患者の窓口負
担２倍」「かかりつけ医普及を理由に受診時定額負担の導入」などの患者負担増計
画について、クイズ形式のチラシを用いて広く患者さんに知ってもらおうという
運動です。

会員の先生方には、本紙とともに
クイズチラシとリーフレット「もう限
界です ストップ！患者負担増」を同
封しています。ぜひ患者さんへの配
布にご協力をお願いいたします。ク
イズチラシ・リーフレットの追加注
文は無料で対応いたしますので、お
気軽にお問い合わせください。

石川県保険医協会 電話：076(222)5373　FAX：076(231)5156
Ｅメール：ishikawa-hok@doc-net.or.jp

患者さんへのクイズチラシ
配布にご協力ください！
患者さんへのクイズチラシ
配布にご協力ください！

待合時間を使って回答♪
　　　　抽選で景品をプレゼント！

受診実態調査・記者発表

重い窓口負担 実態明らか

◀北國新聞（8月26日朝刊）

北陸中日新聞 　
（8月27日朝刊）▶ 

北陸朝日放送「スーパーJチャンネル」（8月25日夕方放送）

記者発表の様子（8月25日・石川県庁記者室）

西田直巳会長 平田米里副会長

受
診
実
態
調
査
結
果
は
四
面
掲
載

石 川 保 険 医 新 聞 第534号（1）2016年10月15日（毎月15日発行）



八
月
二
十
五
日
（
木
）
よ
ろ

ず
勉
強
会
の
第
四
十
二
回
が
開

催
さ
れ
、
長
谷
剛
志
先
生
（
公

立
能
登
総
合
病
院
歯
科
口
腔
外

科
部
長
）
に
「
地
域
で
取
り
組

む
在
宅
療
養
高
齢
者
の
食
支

援	

│	

歯
科
医
師
と
し
て
多
職

種
連
携
か
ら
垣
間
見
る
も
の
と

は
」
と
題
し
て
ご
講
演
い
た
だ

き
ま
し
た
。
二
回
に
一
回
は
医

科
会
員
の
た
め
の
歯
科
講
座
と

し
て
、
医
科
の
先
生
方
に
歯
科

の
基
本
的
知
識
を
理
解
し
て
い

た
だ
こ
う
と
い
う
趣
旨
で
始

ま
っ
た
当
シ
リ
ー
ズ
で
す
が
、

今
回
は
医
師
・
歯
科
医
師
の
み

な
ら
ず
、
テ
ー

マ
の
主
旨
を
汲

ん
で
声
を
か
け

た
多
職
種

二
十
七
人
が
参

加
し
ま
し
た
。

ご
講
演
内
容

は
、
多
数
の
自

験
例
や
ご
主
催

の
「
食
力
の

会
」
で
の
取
り

組
み
か
ら
得
ら

れ
た
知
見
を
、

鋭
い
洞
察
力
と

実
行
力
で
ま
と

め
上
げ
た
大
変

豊
富
な
内
容
で
、
連
続
八
時
間

の
講
義
を
依
頼
さ
れ
る
ほ
ど
と

の
こ
と
。
と
て
も
こ
こ
で
は
書

き
切
れ
ま
せ
ん
が
、
１
）
入
院

中
の
「
歯
科
難
民
」
に
対
応
で

き
る
医
科
歯
科
連
携
を
構
築
す

る
、
２
）
誤
嚥
性
肺
炎
の
リ
ス

ク
が
高
い
「
口
腔
環
境
」
を
ト

リ
ア
ー
ジ
、
３
）
退
院
後
の
療

養
環
境
に
つ
な
げ
る
シ
ー
ム
レ

ス
な
食
支
援
連
携
（
地
域
包

括
）、
４
）「
食
べ
る
力
」
を
多

角
的
に
評
価
で
き
る
シ
ス
テ
ム

作
り
、
５
）
地
域
で
提
供
さ
れ

る
「
摂
食
嚥
下
食
」
の
形
態
呼

称
と
内
容
の
互
換
性
を
得
る
、

６
）
胃
ろ
う
造
設
時
に
予
後
を

推
測
で
き
る
「
摂
食
嚥
下
機
能

評
価
」
を
考
え
る
、
と
要
約
さ

れ
て
お
ら
れ
ま
す
。

摂
食
嚥
下
に
お
け
る
多
職
種

連
携
が
、
や
や
も
す
る
と
掛
け

声
だ
け
に
留
ま
り
そ
う
な
今
、

道
を
切
り
拓
い
て
く
れ
そ
う
な

パ
イ
オ
ニ
ア
が
地
元
に
い
る
幸

せ
を
噛
み
し
め
ま
し
た
。
長
谷

先
生
の
ご
講
演
は
、
こ
の
一
回

で
終
わ
ら
せ
る
の
で
は
な
く
、

何
回
で
も
聴
い
て
み
た
い
な

あ
、
何
ら
か
の
シ
リ
ー
ズ
化
を

計
画
し
た
い
な
あ
、
と
思
わ
せ

る
も
の
で
し
た
。

第
四
十
三
回 

な
ん
で
も
学
術
！
な
ん
で
も
回
答
？
よ
ろ
ず
勉
強
会

理
事

　小
川

　滋
彦
（
金
沢
市
・
内
科
）

薬
の
使
い
ど
こ
ろ
を
伝
授

精
神
科
医
に
よ
る
気
分
障
害
の
診
方

九
月
十
五
日
（
木
）
よ
ろ
ず

勉
強
会
の
第
四
十
三
回
が
開
催

さ
れ
、「
精
神
科
医
に
よ
る
気

分
障
害
の
診
方
」
と
題
し
て
、

奥
田
宏
先
生
（
ひ
ろ
メ
ン
タ
ル

ク
リ
ニ
ッ
ク
）
に
ご
講
演
い
た

だ
き
ま
し
た
。
参
加
者
は
十
六

人
と
、
あ
い
か
わ
ら
ず
こ
じ
ん

ま
り
し
た
フ
ァ
ミ
リ
ア
ル
な
会

と
な
り
ま
し
た
が
、
製
薬
会
社

へ
の
遠
慮
や
バ
イ
ア
ス
が
か
か

ら
な
い
、
忌
憚
の
な
い
臨
床
家

の
意
見
が
聴
け
る
シ
リ
ー
ズ
企

画
と
し
て
、
大
変
満
足
で
き
る

も
の
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

気
分
障
害
は
、
内
因
性
、
反

応
性
、
神
経
症
性
に
大
別
さ
れ

る
が
、
薬
が
効
く
の
は
内
因
性

で
あ
り
、
本
来
な
ら
後
二
者
は

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
な
ど
の
手
法

に
よ
る
べ
き
な
の
に
、
本
邦
で

は
二
週
以
上
続
き
、
診
断
基
準

を
満
た
し
て
し
ま
う
と
薬
物
療

法
の
適
応
に
な
っ
て
し
ま
う
。

高
い
薬
の
売
り
込
み
に
左
右
さ

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
疑
問
を
投
げ
か
け
ら
れ
ま

し
た
。
さ
ら
に
、
双
極
性
の
人

が
割
り
と
多
く
、
抗
う
つ
剤
で

躁
転
す
る
と
非
常
に
問
題
と

な
り
、
む
し
ろ
気
分
安
定
剤

（
リ
ー
マ
ス
、
バ
ル
プ
ロ
酸
、

テ
グ
レ
ト
ー
ル
な
ど
）
で
安
定

す
る
人
が
多
い
。
ま
た
、
高
齢

者
に
は
漢
方
も
有
効
で
あ
る
と

い
っ
た
、
開
業
十
五
年
の
経
験

と
、
精
神
科
医
と
し
て
の
広
範

な
学
会
・
社
会
的
活
動
、
著
作

に
裏
打
ち
さ
れ
た
ノ
ウ
ハ
ウ
を

惜
し
げ
も
な
く
披
露
さ
れ
ま
し

た
。
お
薬
の
リ
ス
ト
に
は
、
薬

価
も
付
け
て
い
た
だ
き
、
高
薬

価
薬
が
必
ず
し
も
副
作
用
が
少

な
い
わ
け
で
は
な
い
こ
と
な
ど

も
丁
寧
に
示
さ
れ
ま
し
た
。

朝
ド
ラ
「
と
と
姉
ち
ゃ
ん
」

の
「
あ
な
た
の
暮
ら
し
出
版
」

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
広
告
を

載
せ
な
い
出
版
社
と
同
じ
よ
う

な
姿
勢
の
堅
持
が
、
私
ど
も
医

者
に
も
大
事
だ
と
思
い
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
な
製
薬
メ
ー

カ
ー
の
息
の
か
か
ら
な
い
臨
床

実
践
シ
リ
ー
ズ
を
、
今
後
も

細
々
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
続

け
て
い
け
れ
ば
良
い
な
、
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

第
四
十
二
回 

な
ん
で
も
学
術
！
な
ん
で
も
回
答
？
よ
ろ
ず
勉
強
会

理
事

　小
川

　滋
彦
（
金
沢
市
・
内
科
）

何
回
で
も
聴
き
た
く
な
る
講
演

多
職
種
連
携
に
よ
る
食
支
援

講師の長谷剛志先生

講師の奥田宏先生

27人が参加し開催された（8月25日・近江町交流プラザ）

保険医協会ホームページの「講演録映像ライブラリー」にて、
講演会の動画が閲覧できます。ぜひアクセスください！

石川県保険医協会ホームページ

http://ishikawahokeni.jp/
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保険医協会
ホームページから
講演会動画が
閲覧できます！

よろず勉強会よろず勉強会よろず勉強会よろず勉強会よろず勉強会よろず勉強会よろず勉強会よろず勉強会よろず勉強会なんでも学術！なんでも学術！なんでも学術！なんでも学術！なんでも学術！なんでも学術！なんでも学術！なんでも学術！
なんでも回答？なんでも回答？なんでも回答？なんでも回答？なんでも回答？なんでも回答？なんでも回答？なんでも回答？なんでも回答？なんでも回答？
なんでも学術！
なんでも回答？

テーマ

と  き

対　象

シリーズ 医科会員のための歯科講座
口腔粘膜疾患の早期発見法

ところ 保険医協会会員（参加は無料です）

主催：石川県保険医協会 電話：076(222)5373　FAX：076(231)5156

講  師 石橋　浩晃先生

近江町交流プラザ４階・研修室１

金沢医科大学  顎口腔外科学講座  准教授

2016年１１月１０日（木）
午後７時１５分～午後８時４５分

第44回

●詳しくは同封の案内チラシをご覧ください。

16人が参加し開催された（9月15日・近江町交流プラザ）
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小
中
学
校
に
お

け
る
色
覚
検
査
は
、

二
〇
〇
三
年
度
に
健
康

診
断
の
必
須
項
目
か
ら

削
除
さ
れ
、
希
望
者
に

の
み
個
別
に
対
応
す
る

こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
ほ
と
ん

ど
の
学
校
で
色
覚
検
査
は
行
わ
れ
な

く
な
り
、
そ
の
結
果
、
色
覚
異
常
で

あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
成
長
し
た
子

ど
も
た
ち
が
、
進
学
や
就
職
の
際
に

不
利
益
を
こ
う
む
る
実
態
が
多
く
報

告
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
保
護
者
や
教

師
に
対
し
て
も
、
色
覚
異
常
に
関
す

る
基
本
的
事
項
に
つ
い
て
の
周
知
が

十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
た
め
、
日

常
生
活
や
学
校
生
活
の
中
で
様
々
な

ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
た
。

そ
こ
で
、
二
〇
一
六
年
度
よ
り
、

学
校
で
色
覚
に
関
す
る
健
康
相
談
お

よ
び
検
査
が
で
き
る
体
制
づ
く
り
の

推
進
と
保
護
者
へ
の
色
覚
に
つ
い
て

の
周
知
が
積
極
的
に
進
め
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
そ
も
そ
も
色
覚
検
査

が
健
康
診
断
か
ら
削
除
さ
れ
た
の
は
、

生
徒
を
一
列
に
並
ば
せ
て
行
わ
れ
、

児
童
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
保
た
れ
ず
、

色
覚
異
常
の
児
童
に
対
す
る
差
別
が

起
こ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
今
後
は
、

ひ
と
り
ひ
と
り
個
別
に
検
査
を
行
う

な
ど
、
児
童
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
第

一
に
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
。

色
覚
異
常
は
男
性
の
約
五
％
、
女

性
の
約
〇
・
二
％
で
発
現
し
、
頻
度

と
し
て
は
決
し
て
少
な
く
な
い
が
、

そ
の
程
度
は
様
々
で
あ
り
、
色
覚
異

常
の
人
が
ど
の
よ
う
に
見
え
て
い
る

の
か
は
そ
の
本
人
に
し
か
分
か
ら
な

い
。
し
か
し
、
赤
と
緑
、
茶
色
と
緑

な
ど
、
色
覚
異
常
の
人
が
間
違
え
や

す
い
色
の
組
み
合
わ
せ
は
す
で
に
分

か
っ
て
お
り
、
こ
れ
か
ら
は
、
学
校

や
会
社
な
ど
、
一
般
社
会
に
お
け
る

色
覚
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
を
推
進
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
。
授
業
や
会
議
の

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
は
色
覚
異

常
の
人
に
と
っ
て
混
同
し
や
す
い
色

は
な
る
べ
く
避
け
る
よ
う
に
し
、
色

の
み
に
頼
ら
な
い
手
法
を
用
い
る
よ

う
に
す
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
街
角
の
看
板
や
標
識
な
ど

も
改
善
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
色

覚
異
常
の
人
が
信
号
の
色
を
見
誤

り
、
交
通
事
故
に
至
る
ケ
ー
ス
な

ど
、
ま
だ
ま
だ
色
覚
バ
リ
ア
フ
リ
ー

は
浸
透
し
て
い
な
い
。
色
覚
異
常
の

人
に
と
っ
て
住
み
や
す
い
社
会
を
作

る
た
め
に
は
、
色
覚
バ
リ
ア
フ
リ
ー

を
推
進
す
る
た
め
の
運
動
を
展
開
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

色
覚
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の

　
　
　
　
　
　

 

推
進
を

久
し
ぶ
り
の
理
事
会
議
長

で
あ
る
。
実
は
保
険
医
協
会

の
理
事
会
で
は
当
番
議
長
は

持
ち
回
り
と
な
っ
て
い
る
。

毎
回
会
長
が
進
行
役
を
務
め

る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
規

則
が
、
良
い
意
味
で
緊
張
感

を
も
た
ら
し
て
い
る
。
誰

だ
っ
て
、
議
長
の
と
き
く
ら

い
は
遅
刻
し
な
い
し
、
勉
強

も
し
て
く
る
（
私
の
こ
と
）。

さ
て
、
本
題
。
各
部
か
ら

の
報
告
は
今
日
も
び
っ
し

り
。
保
団
連
関
連
会
議
だ
け

で
七
つ
も
あ
る
。
関
連
団
体

の
反
核
医
師
の
会
、
九
条
の

会
・
石
川
医
療
者
の
会
な
ど

の
報
告
。
損
得
で
考
え
れ

ば
、
冷
や
や
か
な
視
線
を
送

る
医
療
者
も
い
る
だ
ろ
う
。

だ
が
、
誰
か
が
声
な
き
声
を

拾
わ
な
く
て
は
い
け
な
い
。

協
会
の
理
事
は
皆
、
生
き
方

が
不
器
用
だ
。
そ
こ
が
私
は

好
き
な
の
だ
が
・
・
・
。

歯
科
部
、
学
術
・
保
険
部

と
報
告
は
続
く
。
よ
く
勉
強

し
、
よ
く
遊
ぶ
。
現
在
の
医

療
の
矛
盾
を
と
こ
と
ん
議
論

し
、
明
日
へ
の
医
療
改
善
へ

と
繋
げ
る
。
一
人
ひ
と
り
の

力
は
小
さ
い
が
、
そ
れ
が
い

つ
か
実
を
結
ぶ
と
、
こ
こ
に

い
る
誰
も
が
信
じ
て
い
る
。

気
が
付
く
と
、
い
つ
も
な
が

ら
夜
の
十
時
を
回
っ
て
い

る
。
誰
の
た
め
で
も
な
い
。

自
分
が
し
た
い
か
ら
や
っ
て

い
る
だ
け
で
あ
る
。
協
会
の

知
恵
袋
・
工
藤
事
務
局
長
の

用
意
す
る
資
料
が
ま
た
す
ご

い
。
中
医
協
か
ら
厚
労
省
各

種
委
員
会
で
の
資
料
、
そ
し

て
医
療
ニ
ュ
ー
ス
。
そ
の
厚

さ
は
二
百
ペ
ー
ジ
を
超
え

る
。
還
暦
を
過
ぎ
る
と
頭
に

入
ら
な
い
。
中
身
が
な
い
ま

ま
の
理
事
会
報
告
に
ひ
た
す

ら
反
省
。	

【
大
平　

記
】

気が付くと
夜10時を回って

（9月6日・12人出席）

第9回理事会点描

現在、TPP批准について国会審議が行われており、政府は今国会での承
認を急いでいます。
TPP公開テキストの検証を行っている「TPPテキスト分析チーム」によ

り、TPPの問題をまとめたパンフレットが発行されました。医療・農業・
労働・金融など幅広く影響を及ぼすTPPについて、「24のギモン」に答え
るＱ＆Ａ方式で作成されています。会員の先生方には１冊無料にて本紙に同
封いたしました。ぜひご一読ください。

そんな「２４のギモン」に答える１冊

パンフレット
「続 そうだったのか！
ＴＰＰ ２４のギモン」を
同封しました

ＴＰＰを
批准したって、
医療制度は

変わらないんでしょ？

国民皆保険が
守られるのなら
大丈夫では？

在宅医療講演会

●詳しくは同封の案内チラシをご覧ください。

ホテル金沢 ４Ｆ・エメラルド

2016年11月6日（日） 午前10時～正午

無料
医師、歯科医師、医療・介護関係職の方（定員120人）

大井　玄氏（東京大学名誉教授・医学博士）

呆けたカントに理性はあるか呆けたカントに理性はあるか呆けたカントに理性はあるか呆けたカントに理性はあるか呆けたカントに理性はあるか呆けたカントに理性はあるか呆けたカントに理性はあるか呆けたカントに理性はあるか呆けたカントに理性はあるか呆けたカントに理性はあるか呆けたカントに理性はあるか呆けたカントに理性はあるか呆けたカントに理性はあるか呆けたカントに理性はあるか
～認知症の人への理解を深めるために～ ～認知症の人への理解を深めるために～ ～認知症の人への理解を深めるために～ ～認知症の人への理解を深めるために～ ～認知症の人への理解を深めるために～ ～認知症の人への理解を深めるために～ ～認知症の人への理解を深めるために～ ～認知症の人への理解を深めるために～ ～認知症の人への理解を深めるために～ ～認知症の人への理解を深めるために～ ～認知症の人への理解を深めるために～ ～認知症の人への理解を深めるために～ ～認知症の人への理解を深めるために～ ～認知症の人への理解を深めるために～ ～認知症の人への理解を深めるために～ ～認知症の人への理解を深めるために～ ～認知症の人への理解を深めるために～ ～認知症の人への理解を深めるために～ ～認知症の人への理解を深めるために～ ～認知症の人への理解を深めるために～ ～認知症の人への理解を深めるために～ 
呆けたカントに理性はあるか

～認知症の人への理解を深めるために～ 

主催：石川県保険医協会

講 師

ところ

と き

参加費

対 象  

（
問
題
は
10
面
に
あ
り
ま
す
）

黒
１
、
３
が
好
手
段
。
白
４
に
黒
５
を
利

か
し
て
か
ら
７
で
セ
キ
生
き
で
す
。
黒
３
で

５
は
白
７
黒
３
白
イ
で
黒
死
。
白
４
で
イ
な

ら
黒
７
で
黒
生
き
。
白
６
で
７
な
ら
黒
１
の

取
り
で
黒
生
き
で
す
。

囲

解
答

碁

☗
３
一
馬
☖
同
玉
☗
３
二
銀
☖

同
玉
☗
２
四
桂
☖
同
歩
☗
４
一

角
☖
２
一
玉
☗
２
二
歩
☖
同
玉

☗
２
三
金
☖
２
一
玉
☗
３
二
角

成
ま
で
13
手
詰
。

〈
解
説
〉
☗
３
一
馬
で
金
を
取

り
次
の
☗
３
二
銀
が
好
手
順
で

す
。
さ
ら
に
５
手
目
☗
２
四
桂

が
う
ま
い
決
め
手
で
、
☖
同
歩

に
☗
４
一
角
以
下
は
手
順
の
追

詰
と
な
り
ま
す
。

将
棋
解
答

（
問
題
は
10
面
に
あ
り
ま
す
）

「
数
独
」の
解
答

5
＋
9
で
、答
え
は「
14
」

（
問
題
10
面
）

会員の先生方にご協力いた
だいた「さらなる患者負担増
計画の中止を求める請願署
名」は、石川協会集約分の
1,019筆を合わせて全国で18
万筆となり、国会議員を通じ
て国会へ提出しました。
患者負担増を止めるため、
署名の力でも訴えていきたい
と思います。今後ともご協力
賜りますよう、お願い申し上
げます。

石川県保険医協会

署名のご協力
ありがとうございます

「ストップ！
  患者負担増」

全国で１８万筆！
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医科（発送数724、回収数108、回収率14.9%）

1．この半年間に、主に患者の経済的理由によると思われる治療中断・中止事例があり
ましたか?

<治療中断・中止病名（複数回答）>
高血圧症 8 うつ病等精神疾患 4
糖尿病 14 気管支喘息 6
脂質異常症 5 その他 10

※その他記載
　・骨粗しょう症、白痢、前立腺がん、前立腺肥大症、
　　外傷、湿疹・座瘡、網膜症・緑内障、胃悪性疾患

2 ．この半年間に、医療費負担を理由に検査や治療、投薬を断られたことがありましたか?
<拒否された内容>

血液検査、X線検査、血算、生化学（採血）、ホルモ
ン注射薬、SGLT 2 阻害剤、糖尿病採血（血糖HbA1c）、
後発医薬品希望、糖尿病薬の追加投与、内視鏡検査、高
血圧症患者検査、アレルギー検査、ファイバー、レント
ゲン撮影、胸部XP、ECG、できる限りの投薬の拒否、
吸入薬（レルベアより安価なもの希望）、抗悪性腫瘍剤、

インスリン治療（インスリンは残っているので投薬のみ希望、なくなっているはずだと
問うと、お金が入るまでインスリン量を半減してきたと話す）

3 ．この半年間に次のような事例がありましたか?（複数回答）
受診回数を減らしてほしいと言われた 61
自己負担額について質問されることが増えた 25
症状の重い初診患者が増えた（長期の放置など） 5
専門機関の紹介や入院をすすめたが拒否された 24
「薬代の負担を減らしてほしい」（ジェネリック希望） 67
投薬のみを希望する患者がいた 68
薬が切れているはずなのに受診に来ない 76
正規の保険証を持たずに受診する患者が増えた（短期証、資格書、無保険等） 17
社保から国保に変わった患者が増えた（定年退職による変更以外） 16
生活保護患者の受診が増えた 22
無回答 10

※その他の事例
・	病院から患者の紹介、指示のあった薬剤（プラザキサ）が高価なため拒否。説明し継続。
・	 1 日 3 回服用の回数を減らす、検査を定期的にしたくない。
・	家庭の崩壊で通院できない人が目立つ。
・	高齢者があまり受診しなくなった。
・	年金の支給日までお金がなく、受診できなかったケース。

4 ．この半年間に、患者一部負担の未収金がありましたか?
<未収金分への処理・対応>
全額回収 6
一部回収 35
後日支払う約束だったが、連絡なし 19
督促したが、完全に未回収 8
その他（現在対応中） 2

5 ．今検討されている75歳以上の患者窓口負担の 2割への引き上げについて、患者の受
診に影響があると思いますか?
< 2 割負担化についての意見>
○		 年齢での一律より、その人個人の収入などを

考えた上での負担にしてもらいたい。
○		 不要の受診があるとすれば、それを控えさせ

る効果はあるが、必要な診療を受けることの抑
制の影響が大きい。

○		 絶対、反対です。
○		 最近、高齢者が病気であるのに家族に気兼ねして受診しているように思われること

から、十分な医療を受けられるようにしたいものです。
○		 医療難民、介護難民の増加が危惧される。
○		 中止してほしい。
○		 十分な収入がある患者さんは負担してください。
○		 各市町の健診内容の見直し、または保健センターによる訪問指導などが必要。
○		 個人的には 1 割から 2 割になるとかなり高くなったと感じるのではないか。 2 割が

限度。
○		 2 割までなら支払い可能とも思える。
○		 弱い者いじめの政策。
○		 1 割にしてほしい。
○		 高齢者はこれ以上、負担増に耐えられません。
○		 残念ながら、やむを得ない。
○		 安易に患者負担増に頼るのはもってのほかです。
○		 低所得者が多い高齢者の 2 割負担は受診抑制になるか、さらなる貧困を生み出す。
○		 2 割化すると他医療機関への重複診療が抑制されるのでは、薬も。
○		 多くの疾患を抱えていることが考えられるので、 2 割負担は大きい。 1 割で対応す

べき。
○		 保険料の未収を減らす、調剤薬局の無意味な加算を無くす（ジェネリック加算

etc.）、特許の切れた先発薬剤を値下げする等々の支出を減らすことが先では?

歯科（発送数297、回収数40、回収率13.5%）

1．この半年間に、主に患者の経済的理由によると思われる治療中断・中止事例があり
ましたか?

<治療中断・中止病名（複数回答）>
う蝕 11 歯冠修復・欠損補綴 15
歯周病 7 その他 2

※その他：口唇腫瘍、顎関節症

2 ．この半年間に、医療費負担を理由に検査や治療、投薬を断られたことがありましたか?
<拒否された内容>

義歯新製・硬質レジン前装冠、BridgeからDenture
へ（上顎前歯欠損に対してBr予定から義歯へ）、レント
ゲン検査・痛み止め処方のみの希望、歯冠修復・欠損補
綴、歯周病治療、う蝕治療、多発う蝕患者で主訴のある
歯牙のみの治療（他の歯は放置）、X線検査、Brやスプ
リント

3 ．この半年間に次のような事例がありましたか?（複数回答）
受診回数を減らしてほしいと言われた 8
自己負担額について質問されることが増えた 16
症状の重い初診患者が増えた（長期の放置など） 14
痛みがとれたら受診に来ない 32
「保険のきく範囲で治療してほしい」と言われた 24
正規の保険証を持たずに受診する患者が増えた（短期証、資格書、無保険等） 6
社保から国保に変わった患者が増えた（定年退職による変更以外） 9
生活保護患者の受診が増えた 6
無回答 2

※その他の事例
・	資格喪失→保険変更の繰り返しが困る。
・	前歯だけ（見えるところだけ）治療希望や、義歯新製が望ましいケースで修理希望、

リベース（義歯）をしているが患者の治療費負担のやりとりの結果義歯修理で算定。
・	患者数、人口の減少。

・	若年者の治療中断が多くなった。
・	高齢者で生活保護に資格変更になる方が増えている気がする。
・	窓口の高負担?継続できないのは仕事が休めないから?

4 ．この半年間に、患者一部負担の未収金がありましたか?
<未収金分への処理・対応>
全額回収 9
一部回収 6
後日支払う約束だったが、連絡なし 8
督促したが、完全に未回収 5
その他（数ヶ月後に支払いあり、治療中断
者で未回収あり） 2

5 ．今検討されている75歳以上の患者窓口負担の 2割への引き上げについて、患者の受
診に影響があると思いますか?
< 2 割負担化についての意見>
○		 一時的ではあるが、抑制につながると思う。
○		 今さら何をか言わんや!!
○		 当然。70歳以上 0 割、 1 割その都度受診は抑

制されている。特に70歳～ 2 割は顕著。税制全
般が議論すべて所得税（シャープ税制の1/2ま
で復活すべき）。

○		 義歯に関する治療内容が多く、費用負担が増すことは医師として心苦しい。
○		 1 割が良い。
○		 患者数の減少が一番頭が痛い。自院の老朽化も甚だしいが、経済的に生活自体が大

変になりつつある。将来的には明るくない。
○		 高齢者の窓口負担は無くすべきだと考えています。
○		 駆け込み受診の段階は終わっている。いまは全く不明だが、抑制されると思う。
○		「窓口 2 割負担が」というよりも、高齢者（特に80歳以上）の生活設計自体が危う

くなってくる人が増えつつあると感じる。
○		 健康寿命をのばすため、予防処置を効率よく簡便に行える制度への移行が望まし

い。場当たり的に主訴を処置しても医療費抑制にはつながらない。

無回答
1人（0.9%）

わからない
41人

（37.9%）
なかった
36人

（33.3%）

あった
30人

（27.7%）

無回答
2人（1.8%）
わからない
20人

（18.5%）
なかった
42人

（38.8%）

あった
44人

（40.7%）

無回答
1人（0.9%）

わからない
12人

（11.1%）

なかった
37人

（34.2%）

あった
58人

（53.7%）

無回答
1人（0.9%）

わからない
21人

（19.4%）

受診には
影響しない
6人

（5.5%）
受診抑制につながる

80人
（74.0%）

無回答
1人（2.5%）

わからない
10人

（25.0%）

なかった
10人

（25.0%）

あった
19人

（47.5%）

わからない
10人

（25.0%）

なかった
19人

（47.5%）

あった
11人

（27.5%）

無回答
1人（2.5%）

わからない
3人

（7.5%）

なかった
13人

（32.5%）

あった
23人

（57.5%）

わからない
5人（12.5%）

受診には
影響しない
3人

（7.5%） 受診抑制につながる
32人

（80.0%）

2015年受診実態調査 集計結果
2015年12月 3 日～2016年 1 月12日にかけて、「受診実態調査」を行い、会員1,021人のうち、148人の方からご回答をいただきました（回収率14.5%）。

以下、医科と歯科に分けて集計結果を掲載いたします。
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【9月号のつづき】

医師・小笠原登
近年、光田健輔医師に対比される形で小笠原登医師が注目されてい

ます。
小笠原登は、強制隔離収容政策が次第に強まり、1931年の癩

らい

予防法制定
とそれに続く無癩県運動によって「強制絶対終生隔離収容絶滅政策」の嵐
が吹き荒れた時代に、この収容政策に抗し、京大の皮膚科特別研究室、京
大病院を拠点に通院、入院治療を続けた医師です。小笠原医師について
は、伝記はじめ多くの著作が公表されています。最近のものとして藤野　
豊『孤高のハンセン病医師―小笠原登「日記」を読む』六花出版、2016年、
をあげておきましょう。とくに意義深いのは小笠原医師の出身である真宗
大谷派が、2003年、前回も紹介した『小笠原登　ハンセン病強制隔離に抗
した生涯』（東本願寺出版部　以下『小笠原』）を刊行している事です。真
宗大谷派は、1996年の癩予防法廃止にあわせて、1931年に「大谷光明会」
を発足させ、無批判に国家政策に追従し、収容政策に大きな役目を担って
きたと、謝罪しているからです。　

小笠原医師の診療光景と人物像
小笠原医師の患者であった井上茂次さん等の証言などにみられる診療光

景から浮かび上がる人物像は次のようなものでした（『小笠原』72頁以下）。
第一に、ハンセン病患者に接する態度ですね。決して上から目線ではな

い。権威主議とは無縁な人だったと言われています。患者・家族と対等・
平等な立場で、しかも現在でいうところのインフォームド・コンセント、
すなわち患者、家族への情報の保障と自己決定・選択の自由の保障が実践
されていると思います。

第二に、患者のみにとどまらず、家族の生活への配慮があるということ
です。社会での生活が第一で、療養所への入所は、それが不可能な場合の
第二の選択肢として示されました。

第三に、法律家として興味があるのは、自らの医学・医療の信念からす
れば癩予防法そして収容政策は絶対許容できないわけですが、他方、通院
を認めない癩予防法の下で働いている、その葛藤と苦悩が見られるという
ことです。「悪法も法なり」として、収容に加担するのではなく、医師と
して、医学者として精一杯の抵抗をする。しかし、その「悪法」への闘い
を共にすることを患者・家族に強要しないということも驚きです。

最後に、ハンセン病は、成人には感染しないとはっきりと言い切ってい
ることです。しかし、同時に、乳幼児の場合には、感染しないと言い切れ
ないので、接触しないほうがよい、とも言っています。日常の体験の中か
ら感染の危険性を患者に理解できるように説明しています。決して医学、
医師としての権威を振りかざして断定的に患者に指示し、従わせるという
感じではありません。

こうした小笠原の医療は、一方で仏教的慈悲心・哲学を基礎とした人道
主義があり、他方には医学的根拠（科学的病因論に基づく体質説）があっ
たわけです。その説が、弟子大谷藤郎そして孫弟子和泉眞藏等に引き継が
れハンセン病予防法廃止そしてハンセン病国賠訴訟熊本地裁勝訴判決に大
きな力となりました。

小笠原登と生育環境
小笠原登は、1888（明治21）年、愛知県の現あま市にある圓周寺の二男

として生まれました。1915（大正 4 ）年京都帝大医学部を卒業、1926年以
降らい治療を担当。1938（昭和13）年にらいの診察・研究施設の皮膚科特
別研究室主任、そして助教授となり1948年まで在職しています。退職後豊
橋病院を経て1957年国立療養所奄美和光園に転じ、1966年10月まで在職し、
1970（昭和45）年、圓周寺において急性肺炎で死去しました。

小笠原登を語るときとくに重要と思われるのは、育った環境です。

第一に、祖父啓實は僧侶でしたが漢方医術を行い、らい病、淋病、梅毒
などを得意としていた人でした。

第二に、兄の影響です。兄の秀實は、金沢の四高、そして京都帝国大学
の文科で西田幾多郎の講義を受けています。しかし、日本型ファシズムを
基礎づけるような西田学派の中心の人々とは距離を置き、反ファシズム・
佛教アナーキズムともいうべき独特の思想を展開しました。金沢にもゆか
りの深い人ですね。

第三に、登自身、真宗京都中学を17歳で卒業後、結核による 3 年間の療
養生活を送っていることです。

癩予防法は、「多数の安全のためには少数の人権を無視してもよい」と
する、ファシズムを浸透させる道具となったわけですが、登が時代思想に
染まらず「孤高の医師」たりえたのは、このような環境に育ったためと思
います（この点、菱木政春「小笠原登の生涯と思想」『小笠原』10頁以下
参照）。

「癩に関する三つの迷信」
小笠原の主張の代表的なものが、有名な「癩に関する三つの迷信」（『診

断と治療』1931年11月号別冊、『小笠原』119頁以下に収録されています）で
す。ここでは、簡単な紹介にとどめますので、是非全文をお読みください。
「第一は癩は不治の疾患であると云ふ迷信である。」	
「第二は癩は遺伝病であると云ふ迷信である。」
「第三は癩は強烈な伝染病であると云ふ迷信である。」
そのうえで、「以上三つの迷信は癩患者およびその一族にたいして甚だ

しき苦痛を与えて居る。・・・もし将来癩の対策が企図せられるならば以
上の諸迷信を脱却して正しき見解の上に設定せられなければならぬ。」と
いうのです。

こうした主張に基づき、ハンセン病の収容政策を鋭く批判するのです
が、その根底に、科学的根拠すなわち体質論があるわけです。
「発病には､ 癩菌の輸入を受けると云ふ事以上に人体の感受性なるもの

が大なる役を務めると考へられる｡ この感受性の研究は､ 発病する身体は
如何なる状態の下にあるかの研究であり､ 従って体質の研究が主要な問題
である｣。ここに、小笠原の考えが集約されているのですが、ハンセン病
にかかりやすい体質は固定的なものではなく、	「環境の改良、生活の改善
等によって消滅せしめられるものである｣（「癩と体質」医事公論、1939年、
1392号参照）と述べていることが最重要の点です。
「患者の人権を無視して絶対隔離が進められていた時代にあって､ ハン

セン病をなくすためには国民一人ひとりが豊かに暮らせる社会を作る以外
にないという論陣を張った」わけですが、戦後の日本の経済発展により衛
生状態、生活水準がはるかに豊かになり、わが国のハンセン病は急速に減
少し､ 小笠原が予想した通りになりました。まさに、「驚くべき先見性」

（和泉眞藏「小笠原登の医療思想」『小笠原』32頁）と言うべきでしょう。

医学界の責任と小笠原説の検証
この小笠原学説に対し、光田健輔に率いられ、強制隔離収容政策により

ハンセン病問題を解決しようとした人たちが多数派を占めていた日本癩学
会は、1941年11月に開かれた第15回学会で激しく糾弾し、「その罪万死に
値する」と体質説の撤回を迫り、医学会から排斥したのでした。しかし、
小笠原は自説を曲げず、小笠原の処分を迫った学会代表に対し京都帝大医
学部長はそれを拒否したのでした。

その意味で、「日本の近代ハンセン病対策の中で、京都大学が占める地
位は特筆に価する」（和泉、前掲書24頁）といえるでしょう。しかし、同
時に、京都帝大医学部が石井四郎中将はじめ731部隊に多くの医師を送り
込みもう一つの「原罪」を産み出した事実も指摘しておかなければなりま
せん。

また、小笠原登についても、英雄視することは、光田健輔「神聖視」に
通じる危険性があることも指摘しておきたいと思います。

小笠原は、晩年、奄美大島のハンセン病療養所和光園に一医師として赴
任します。このころになると体質改善のために漢方医学への傾注が著しく
なります。小笠原は、とくに極端な減食療法を進め、患者から反発や治療
拒否を受けているのです。実際私も小笠原の診療を受けた人々から話を
伺っています。

癩学会をはじめ医学界の責任は厳しく問われなければなりません。しか
し、同時に、小笠原の医療が医学的に適正であったかどうか、神格化する
ことなく医学の専門家による冷静かつ客観的な検証が必要だと思います。
それにしても、戦前を思わせる今、小笠原登の存在は私達に勇気を与えて
くれるではありませんか。

《特別篇》ハンセン病問題と人権（後編）
小笠原登─強制隔離収容政策に抗して

ヒデさんに聞く

倫理から人権へ
（金沢大学名誉教授　井上　英夫氏）
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◦		「栄養食事相談に関する事項」欄の指導・相談の必要性が「あり」の場合に、
その内容と実施予定日を記載していない

◦		 確認した担当看護師名が記載されていない
ウ		 その他

◦		 多職種の医療従事者が共同して栄養管理計画を策定する体制が不十分
◦		 栄養管理計画を見直した場合に、栄養管理計画書を再作成していない
◦		 新たに栄養補給量が充足されなくなった患者について、栄養管理計画を変

更していない
◦		 栄養管理計画の食事制限について、入院患者に説明していない
◦		 栄養管理計画書の写しを診療録に貼付していない

③		 栄養状態の再評価
◦		 栄養状態の再評価の時期について、月日の記載が無く、栄養管理計画に基づ

いた患者の栄養状態の管理を定期的に行っていない
◦		 栄養管理計画書について、栄養状態が高リスクと判断された患者の「栄養状

態の再評価」欄が不要とされていることから、必要な時期に栄養状態の再評価
が行われていない

◦		「栄養管理計画書及びNSTにおけるフローチャート」について、栄養状態の
再評価の実施時期を「原則、半年ごとに行う」としており、適切な時期に再評
価を実施するよう見直すこと

◦		 栄養管理計画に基づいた患者の栄養状態の再評価について、予定日までに実
施していない

◦		 栄養状態を再評価する際に、「栄養スクリーニング」を実施していない
◦		 栄養状態の再評価を行った場合に、変更した栄養管理計画書を作成していない
◦		 栄養状態の再評価を行った場合に、次回の再評価の時期を栄養管理計画書に

記載していない
⑹		 医師数・薬剤師数

◦		 医師数が医療法で定められた標準数を下回っている

2．入院基本料等 　 
⑴		 入院基本料

①		 入院基本料共通事項
◦		 看護配置について、 1 割以内の範囲で満たしていない月が認められた
◦		 看護要員の配置を確認する様式 9 について、一日平均入院患者数の算出方法

が誤っていた
◦		 看護要員の配置を確認する様式 9 について、勤務時間数から差し引くことと

なっている研修時間を誤って計上していた
◦		 月平均夜勤時間の72時間について、1 割以内の範囲で超過した月が認められた
◦		 月平均夜勤時間の確認について、看護職員の勤務実績表を作成し、毎月確認

を行うよう改めること
◦		 平均在院日数について、 1 割以内の範囲で超過している月が認められた

②		 一般病棟入院基本料
◦		 患者の退院時間が特定の時間帯であるものの割合について、毎月確認を行っ

ていない
◦		 入院日及び退院日が特定の日であるものの割合について、毎月確認を行って

いない
◦		 入院日及び退院日が特定の日であるものの割合が40%を超えている月が散見

された
◦		「重症度・医療・看護必要度」の割合が、 1 割以内で基準を満たさない月が

認められた
◦		「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」の判定の根拠とな

る記録が不十分
◦		 看護必要度加算 2 について、「重症度・医療・看護必要度」の割合が、 1 割

以内の範囲で基準を満たさない月が散見された
③		 療養病棟入院基本料

◦		 入退院時のADLの程度について、診療録の記載内容が不十分
◦		 当該病棟に入院している患者に係る褥癒の発生割合を記録するよう改める

こと。
◦		「医療区分・ADL区分に係る評価票」の説明及び交付については、当該患者

又は家族に十分な説明を行うよう改めること
◦		 褥瘡評価実施加算について、「治療・ケアの確認リスト」を作成しておらず、

施設基準の要件を満たしていない
◦		 褥瘡評価実施加算の算定に当たり、身体抑制を実施した場合について、確認

リストの項目に不足が認められたので、所定の「身体抑制治療・ケアの確認リ
スト」を用いて必要事項を記載するよう改めること

◦		 在宅復帰機能強化加算について、直近 6 月間の在宅復帰率が 5 割以上でない
月が認められ、施設基準の要件を満たしていない

④		 結核病棟入院基本料
◦		 患者の適切な服薬を確保するために必要な体制がとられておらず、施設基準

の要件を満たしていない
⑵		 看護記録等

①		 病棟看護管理日誌
◦		 看護要員の勤務形態の一部が記載されていない
◦		 三交代と二交代の夜勤について、明確に区別して記載するよう改めること

②		 口答指示受けマニュアル

◦		 口答指示について、院内での運用が定まっていないので「口答指示受けマ
ニュアル」を作成し、適切な運用を行うよう改めること

⑶		 入院基本料等加算（11月号に掲載予定）

⑷		 特定入院料
①		 新生児特定集中治療室管理料

◦		 専任の医師が常時、新生児特定集中治療室内に勤務していることが要件と
なっていることから、当直の医師についても治療室内で勤務していることが明
確になるよう改めること

②		 回復期リハビリテーション病棟入院料
◦		 当該リハビリテーションの効果・実施方法を定期的に評価した記録がない

③		 精神療養病棟入院料
◦		 退院支援委員会の院内規定がない
◦		 退院支援相談員の変更が認められたので、速やかに変更届を提出すること

④		 認知症治療病棟入院料
◦		 患者ごとの治療計画に基づく生活機能回復のための訓練及び指導を集中的に

行っていない
◦		 患者毎の生活機能回復のための訓練及び指導について、その実施内容の記録

が不十分
◦		 患者一人当たり 1 日 4 時間、週 5 回実施された生活機能回復のための訓練及

び指導について、その実施内容が不明確であり、訓練及び指導では無く、患者
の病状の評価を行っている

Ⅱ　入院時食事療養（Ⅰ）及び入院時生活療養（Ⅰ）
⑴		 栄養管理部門

◦		 栄養管理部門が事務部門の一部と位置付けられているが、食事は治療の一環で
あることを認識し、院長直轄又は診療補助部門に位置付けるなど体制について検
討すること

⑵		 栄養委員会
◦		 構成メンバーである医師の出席が殆ど無い状況で栄養委員会を開催している
◦		 栄養管理委員会の開催及び運営について、受託責任者の参加を求めること

⑶		 委託契約
◦		 病院が自ら実施する業務について、給食業務の委託契約書に明示されていない

ので、病院が実施する業務を明確にした委託契約を締結すること
◦		 給食業務の委託契約について、病院が自ら実施することとなっている嗜好調

査・喫食調査等の企画・実施が受託者側の業務となっている
◦		 給食業務の委託契約書について、夕食の配膳時刻が18時迄と記載されているの

で18時以降に改めること
⑷		 食事療養関係帳簿

◦		 食事箋について、担当医師の指示によるものであることが確認できないので、
確認できる様式に改めること

◦		 約束食事箋の栄養基準及び特別食の食事箋について、腎臓食等の減塩食が 6 g
となっていたので、 6 g未満に改めること

◦		 献立表について変更があった場合は、食材のみではなく摂取栄養量等、関連す
る欄も訂正すること

◦		 献立表は予定の段階で管理者の承認を得るよう改めること
⑸		 食事提供

◦		 患者の夕食が午後 6 時以前に提供されており、食事の提供が施設基準で定めら
れた適時に行われていない

◦		 食事の配膳体制について、提供時間にばらつきが生じないような体制を整備す
ること

◦		 適温の食事提供について、全病床数分の提供体制がとられているかを把握し、
適切に管理するよう改めること

◦		 保有する保温食器の数について、全病床数分を保有しているかを把握し、適切
に管理するよう改めること

◦		 全入院患者に対して食事の適温提供ができる体制を確保するために、保温食器
の管理簿を適切に記載すること

◦		 患者の嗜好を配慮した食事の提供がなされるよう嗜好調査を行うよう改めること
⑹		 検食

◦		 検食簿の所見を記載しない例が多数認められた
◦		 検食の所見について、毎食検食簿に記載する体制がとられていない
◦		 検食簿について、所見欄の記載が乏しく、献立等も記載されていない
◦		 検食簿を鉛筆で記載している
◦		 検食簿について、検食時間が毎回同じ時刻で記載されていたので、実際に検食

を行った時間を記載するよう改めること
◦		 医師、管理栄養士又は栄養士が管理業務として行う検食について、それ以外の

給食従事者に行わせていた
◦		 医師、管理栄養士又は栄養士が管理業務として行う検食について、委託先に勤

務する栄養士にも行わせていた
⑺		 特別食

◦		 特別食の献立表について、管理者への承認を得ていない
◦		 特別食のオーダーシステムについて、「傷病名」の記載がない
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Ⅰ　基本診療料等の施設基準等
1．通則的事項等 　 
⑴		 入院診療計画書

①		 様式の不備
◦		「特別な栄養管理の必要性」「主治医以外の担当者名」の欄がない
◦		 病室番号も記載できるように改めること
◦		 医師の治療計画欄について、印刷済みの定型文だけではなく、患者個別計画

も記載できるように改めること
◦		「症状」、「治療計画」、「検査内容及び日程」「手術内容及び日程」がひとつの

欄の中で記載することになっているが、個々の項目の欄を設けて記載するよう
改めること

②		 記載の不備
ア		 記載がない（「患者に説明し交付した年月日」、「主治医氏名」、「病室」、「主

治医以外の担当者名」、「症状」、「検査内容及び日程」、「手術内容及び日程」、「推
定される入院期間」、「特別な栄養管理の必要性」、「全身状態の評価（ADLの
評価を含む）」、「治療計画」、「その他・看護計画・リハビリテーションの計画」、

「食事（食事調整など）」欄）
イ		 記載が不十分、乏しい（「主治医以外の担当者」、「検査内容及び日程」、「手

術内容及び日程」、「在宅復帰支援計画」欄）
ウ		「その他・看護計画・リハビリテーション等の計画」欄の記載内容が画一的

であり、個々の患者の病状に応じたものとなっていない
エ		「特別な栄養管理の必要性」を「有」とするべき患者に対して、「無」と記載

している
③		 その他

◦		 患者本人が説明内容を理解出来ず、入院日から 7 日以内にその家族が来院し
なかったことから、入院診療計画書が入院日から 7 日以内に交付されていない
例が認められた。 7 日以内に交付できない事由がある場合は、その旨を診療録
に記載すること

◦		 患者及びその家族の署名欄を看護師が代わって記載している
◦		 診療録に入院診療計画書の写しが添付されていない
◦		 診療録を分冊した場合は、新しい診療録に入院診療計画書を添付するよう改

めること
◦		 入院診療計画書を紛失している

⑵		 院内感染防止対策
①		 清潔物と不潔物の管理

ア		 清潔物、清潔リネン庫の管理等
◦		 清潔リネン庫に不潔物が保管されていた
◦		 清潔リネン庫の天井が腐食により不潔な状態となっていた
◦		 清潔リネン庫内にボイラーの設備が設置され、粉塵が多く不潔な状態に

なっている
◦		 清潔リネン庫の棚や室内は定期的に清掃を行い、清潔さを保つよう改める

こと
◦		 患者の使用している歯ブラシを衛生的に管理するよう改めること
◦		 吸入器について、院内感染防止対策の観点から適切に管理すること
◦		 注射調剤室について、関係者以外の立ち入りを禁止する掲示及び施錠等を

行い、適切に管理するよう改めること
◦		 病室前に設置してある速乾式消毒液の使用開始及び有効期限の年月日を明

記するよう改めること
イ		 汚染リネン庫、汚物処理室

◦		 汚染リネン庫の不潔物は適切な状態で保管すること
◦		 汚染リネン庫の壁について、上部が仕切られておらず、通路及び隣接する

器材庫と空気が流通する状態が認められた
◦		 汚染リネン庫をカーテンだけで仕切っている病棟が認められたが、扉を設

置するなどの改善を行うこと
◦		 汚物処理室の感染性廃棄物の箱が破損しており、密閉状態が保たれていない
◦		 汚物処理室が交換後の紙オムツ収集場所になっていた

ウ		 清潔物と不潔物の混在
◦		 処置室の不潔物は院内感染防止対策の観点から適切に管理するよう改める

こと
◦		 汚染リネン庫と汚物処理室が同一室であり、室内には洗濯後のエプロン乾

燥や清拭用タオルの保管がされており、不潔物と清潔物が混在化している
◦		 トイレで身体洗浄器具等の乾燥及び保管を行っていた
◦		 汚物処理室に身体洗浄器具が乾燥・保管されていた
◦		 汚染リネン庫に院内で使用する用具類が保管されていた
◦		 廊下の棚に清潔物と不潔物を混在させて保管していた
◦		 職員の白衣について、消潔なものと汚れたものを同室に保管していた
◦		 ナースセンターの不潔物は適切に管理すること
◦		 病棟廊下のゴミ箱に蓋がなく、投入口が不潔になっている

②		 院内感染防止対策委員会
◦		 構成員に病院長、薬剤部門及び事務部門の責任者が配置されていない
◦		 一部の委員が恒常的に出席していない
◦		 名簿が整備されていない

③		 感染情報レポート
◦		 月報として作成せず、週報として作成すること
◦		 検出菌種名で作成していない
◦		 数種類の検出菌種に限定せず全てを作成すること

⑶		 医療安全管理体制
①		 薬剤等の管理

◦		 病室に救急カートが施錠されずに保管されていた
◦		 向精神薬の収納棚を施錠しない時間帯が認められた
◦		 注射棚の劇薬については、薬機法を遵守して管理するよう改めること

②		 災害等対応
◦		 災害時の安全管理体制の一環として、全入院患者が看護度別で把握出来る管

理体制に改めること
◦		 緊急避難経路が非常時の避難経路として適切に管理されていない

③		 医療安全管理委員会
◦		 医療安全管理委員会規定について、安全管理の責任者で構成する内容に改め

ること
◦		 安全管理の責任者等で構成される委員会が月 1 回程度開催されていない
◦		 医療安全管理委員会の名簿がない

④		 その他
◦		 複数階で 1 病棟を構成する場合の夜間の看護管理体制について、巡回時間の

間隔が長い
⑷		 褥瘡対策

◦		「褥癒対策に係る専任の医師及び専任の看護職員」以外の看護職員が、褥瘡対
策の診療計画書の作成及び評価を実施していた

⑸		 栄養管理体制
①		 栄養管理手順

◦		 多職種の医療従事者が共同して栄養管理を行う体制を十分に整備していない
◦		 院内規程の栄養管理マニュアルについて、現行の栄養管理体制の基準に沿っ

た内容に見直すこと
◦		 栄養管理手順書に基づく患者の栄養状態の管理を定期的に行っていない
◦		 院内の栄養管理手順書について、栄養状態の再評価時期が定められていない
◦		 院内の栄養管理マニュアルについて、「特別な栄養管理の必要性」の基準を

見直すこと
◦		 入院時栄養食事指導が必要な患者に対して、「入院時栄養食事指導の必要性」

欄を「なし」としている
◦		 特別食によりカロリー制限を行っている患者について、入院診療計画書の
「特別な栄養管理の必要性」欄を「無」と記載し、栄養管理計画書を作成して
いない

◦		 糖尿病などのエネルギーコントロール食をとっている患者について、栄養管
理計画を作成していない

②		 栄養管理計画書の作成
ア		 様式の不備

◦		「栄養食事相談に関する事項」、「栄養状態の再評価の時期」、「栄養管理計
画の目標」の欄がない

◦		「栄養食事相談に関する事項」欄の指導等の必要性「あり・なし」、その「内
容」及び「実施予定日」・並びに「栄養状態の再評価の時期」欄の「月日」
が無い

イ		 記載の不備
◦		「その他栄養管理上解決すべき課題」欄の記載がない

平成27年度施設基準に係る適時調査における指摘事項
○　石川県保険医協会が行政文書情報開示請求により、東海北陸厚生局石川事務所から入手した資料をもとに、施設基準に係る適時調査

における指摘事項を掲載する。なお、開示されたオリジナルの文書は調査対象医療機関ごとに指摘事項を列記したものであるが、以下
ではその内容を項目ごとに保険医協会で再整理したものである。

○　今月号では、「基本診療料の施設基準」のうち「通則的事項」と「入院基本料等」（入院基本料等加算を除く）、「入院時食事療養の施
設基準」を掲載した。来月号では、「基本診療料の施設基準」の残り（入院基本料等加算）と「特掲診療料の施設基準」「保険外負担」「院
内掲示」等を掲載する予定である。

石 川 保 険 医 新 聞 第534号（7）2016年10月15日（毎月15日発行）



成
長
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

何
か
を
得
る
ば
か
り
で
は
な

く
、
何
か
を
失
う
こ
と
で
も
あ

る
と
い
う
こ
と
を
津
久
井
や
ま

ゆ
り
園
の
事
件
は
あ
ら
た
め
て

教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
現
在
の

社
会
が
〝
健
常
者
〞
に
配
慮
さ

れ
た
社
会
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
社
会
で
〝
障
害
者
〞
と
呼

ば
れ
る
人
た
ち
は
、
決
し
て
人

を
だ
ま
す
こ
と
も
な
く
、
ま
し

て
傷
つ
け
る
こ
と
も
知
り
ま
せ

ん
。
ヒ
ト
ラ
ー
を
持
ち
出
す
ま

で
も
な
く
、
他
者
へ
の
優
越
思

想
に
裏
付
け
ら
れ
た
、
言
葉
や

存
在
ほ
ど
無
意
味
で
醜
悪
な
も

の
は
な
く
、
人
を
不
幸
に
す
る

も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
国
家
と

て
同
じ
な
の
で
し
ょ
う
。
永
遠

に
続
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
よ

う
な
成
長
幻
想
は
、
容
赦
な
く

社
会
か
ら
寛
容
さ
を
奪
っ
て
い

き
ま
す
。
そ
の
寛
容
さ
を
失
っ

て
い
く
社
会
を
最
初
に
気
づ
か

せ
て
く
れ
る
の
は
子
ど
も
た
ち

で
す
。

九
月
に
ぶ
ど
う
社
か
ら
発
刊

さ
れ
た
、
拙
著
『
不
登
校
に
な

り
た
く
て
な
る
子
は
い
な
い
。

│	

子
ど
も
と
い
っ
し
ょ
に
考

え
る
登
校
支
援	

│
』
か
ら
一

文
を
引
用
し
ま
す
。

〈
Ｃ
子
は
、
話
す
こ
と
も
寝

返
り
す
る
こ
と
も
で
き
な
い

重
度
の
障
害
を
持
っ
て
い
ま

す
。
で
も
お
母
さ
ん
は
地
域
の

学
校
に
通
わ
せ
ま
し
た
。
も
ち

ろ
ん
、
多
く
の
壁
が
立
ち
は
だ

か
っ
て
い
ま
し
た
。
親
の
エ
ゴ

で
は
な
い
か
、
特
別
支
援
学
校

に
行
く
方
が
こ
の
子
の
た
め
で

す
よ
と
い
う
声
も
少
な
く
は
な

か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で

も
お
母
さ
ん
は
毎
日
学
校
ま
で

お
く
り
、
Ｃ
子
は
教
室
で
笑
顔

い
っ
ぱ
い
に
過
ご
し
ま
し
た
。

先
生
方
も
最
初
こ
そ
と
ま
ど
い

が
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
ま
ず

受
け
入
れ
て
く
れ
た
の
は
子
ど

も
た
ち
だ
っ
た
と
聞
き
ま
し

た
。
Ｃ
子
の
お
か
げ
で
、「
い

ろ
い
ろ
な
子
が
い
て
あ
た
り
ま

え
」
と
い
う
雰
囲
気
が
学
校
に

う
ま
れ
た
そ
う
で
す
。
Ｃ
子
に

と
っ
て
、
普
通
学
級
で
過
ご
す

こ
と
と
、
特
別
支
援
学
校
で
過

ご
す
こ
と
の
ど
ち
ら
が
良
か
っ

た
の
か
は
私
に
も
わ
か
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
で
も
、
た
か
が
医
学

の
力
が
お
よ
ば
な
か
っ
た
も
の

を
障
害
と
呼
ん
で
い
る
こ
と

を
、
子
ど
も
た
ち
は
見
抜
い
て

い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は
、
た

だ
ク
ラ
ス
の
一
員
と
し
て
Ｃ
子

を
受
け
入
れ
て
く
れ
た
の
で

す
。
Ｃ
子
も
ま
た
、
た
だ
ク
ラ

ス
の
一
人
と
し
て
子
ど
も
た
ち

を
勇
気
づ
け
て
く
れ
た
の
で

す
。
自
分
と
い
う
存
在
や
、
そ

の
人
の
人
生
は
他
者
と
の
関
係

性
の
中
に
し
か
な
い
と
私
は
思

い
ま
す
。
も
し
、
Ｃ
子
の
存
在

が
そ
の
学
校
の
中
に
、「
い
ろ

い
ろ
な
子
が
い
て
あ
た
り
ま

え
」
と
い
う
状
況
を
作
っ
て
く

れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
Ｃ
子
は
精

一
杯
、
Ｃ
子
の
人
生
を
生
き
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
〉

大
人
が
寛
容
さ
を
失
っ
た
世

界
で
、
子
ど
も
た
ち
は
必
死
に

生
き
て
い
ま
す
。
不
寛
容
社
会

と
い
わ
れ
る
中
で
、
そ
の
不
寛

容
さ
は
医
療
や
福
祉
、
教
育
に

最
も
色
濃
く
反
映
さ
れ
こ
そ
す

れ
、
埒
外
で
あ
り
え
よ
う
は
ず

も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
中
で
、

一
つ
だ
け
確
か
な
こ
と
は
、
子

ど
も
た
ち
は
決
し
て
寛
容
さ
を

提
供
す
る
存
在
で
は
な
く
、
享

受
す
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
す
。

最
後
に
拙
著
の
解
説
を
書
い

て
い
た
だ
い
た
井
原
裕
先
生
か

ら
の
メ
ー
ル
の
一
文
を
引
用
し

ま
す
。
〈
障
害
者
の
生
を
否
定

す
る
こ
と
は
、
人
一
般
の
生
を

否
定
す
る
こ
と
に
通
じ
、
ひ
る

が
え
っ
て
『
あ
な
た
は
生
き
る

に
値
す
る
人
間
か
』
と
い
う

問
い
に
通
じ
る
、
と
い
う
こ
と

を
強
く
訴
え
て
い
か
な
け
れ

ば
い
け
な
い
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。
〉

小児科医からの

発信
小児科医からの

発信
～子どもは未来、
　日本の未来～

《第10回》

不
登
校
に
な
り
た
く
て

　
　
　な
る
子
は
い
な
い

（
金
沢
こ
ど
も
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー
、金
沢
療
育
園
施
設
長・小
児
科
）

上
野

　良
樹

内科医に聞く 医科への
診療情報提供依頼で気を付けること

歯 科 医 師 医科講座 医科講座 医科講座 医科講座 医科講座 医科講座 医科講座 のためののためののためののためののためののための

2016年10月22日（土）
午後6時30分～午後8時30分

近江町交流プラザ 4階 研修室２
（金沢市青草町８８ 近江町いちば館内） 　

日　時

場　所 

大川 義弘氏
城北クリニック院長（内科）
石川県保険医協会副会長

会員、会員医療機関のスタッフ
（定員30人）

講　師

対　象

無料参加費 ●詳しくは同封の案内チラシ
　をご覧ください。

主催／石川県保険医協会 

出前講座はじめました！
『 』

今年２月、『福祉マップ』は４年ぶりの改訂を行い、第９版を発刊しました。こ
れまで、「『福祉マップ』を題材とした学習会を開催してほしい」という要望が
協会に寄せられており、『福祉マップ』第９版発刊記念事業の一環として、「出
前講座」を始めることとなりました。

「出前講座」では、医療制度、高齢者の福祉・医療、障害のある人の福祉、生
活支援のための制度など、ご希望のテーマに合わせて、実際に『福祉マップ』
の編集に携わった編集委員等を講師として派遣いたします。

『福祉マップ  改訂第９版』
■発行日／2016年1月31日
■定　価／1,900円（税込）
■体　裁／A4判、389ページ

• 講師： 石川県保険医協会が作成した『福祉マップ』の編集委員等
• 経費： 講師料は無料です。 交通費については、 別途相談に応じます。
 ※会場の準備・手配、 参加者募集については、 貴方にてお願いします。

石川県保険医協会 電話 076（222）5373　ＦＡＸ 076（231）5156
Ｅメール　ishikawa-hok@doc-net.or.jp

詳細・申し込みについては、保険医協会までお問い合わせださい。

在宅医療点数の手引
2016年度改定版

発刊のご案内

主催　石川県保険医協会

説明会も開催! 『在宅医療点数の手引（2016年度改定版）』をテキストに、保険医協会講師団が分かりやすく解説します。『在宅医療点数の手引（2016年度改定版）』持
参で参加費無料です。ぜひご参加ください！

２０１6年10月29日（土）
午後6時30分～午後８時30分

と  き ところ 石川県地場産業振興センター
本館２階・第１研修室

保険医協会講師団 会員と会員医療機関スタッフ（定員１５０人）講　師

2,０００円（テキスト代込）参加費

対　象

金沢市鞍月2丁目1番地
電話 076-268-2010

※テキスト『在宅医療点数の手引（ 2016年度改定版）』をお持ちの方は、
　必ずご持参ください。その場合は、参加費無料となります。

「在宅の算定はややこしい …」にこの１冊！
本書では改定のたびに複雑化していく在宅医療点数を、独自に作成した図表・フローチャート

などを豊富に使い、分かりやすく解説しています。

詳しくは同封の案内チラシをご覧ください。
会員価格　　　　　　　（送料込、定価4,000円）です。1冊2,000円

●体裁／B5判、785ページ
●定価／4,000円（会員価格2,000円）
●発行／全国保険医団体連合会
●発行日／2016年10月11日

説明会申込締切
１０月２４日（月）

募集テーマ
私の逸品・こだわり
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住所 〒920-0902 石川県金沢市尾張町２-８-２３
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突然のケガ・病気の
備えに…保険医

休業保障共済保険
加入チャン

スは

年２回です！

申込取扱い期間

加 入 申 込 資 格

2016年9月14日（水）～12月31日（土）
（加入日　2017年4月1日（土））

次のいずれも該当する方
①加入日現在健康でひとつの主たる医療機関等で週４日以上かつ週16時間以
上業務に従事している方

②59歳（1957年10月2日以降に生まれた方）までの保険医協会会員で、約款
に同意できる方

問い合わせ・申し込みは、
石川県保険医協会まで
電話 076(222)5373
ＦＡＸ 076(231)5156

①給付は長期（最長で730日）、免責は短期（５日間）
傷病休業給付金の給付期間500日を超えて連続して休業された場合

は、長期療養給付金が最長230日給付されます。

③掛金は加入時のまま満期まで変わりません。

④入院はもちろん、自宅療養でも、代診をおいても
給付できます。
⑤掛け捨てではありません。脱退給付金が支払われます。
⑥他の所得補償保険等の加入に関係なく給付されます。

②病気でも事故でも、再発でも後遺症でも、何度でも給付されます！（５００日以内）

※休業開始後、６日目からのお支払いとなります。
※受給の際は、第三者の医師の受診・治療証明が必須です。
※傷病給付金は、通算500日に達するまで、同一疾病の再発を含め給付されます。
※長期療養給付は１休業限りの給付です。230日に達するまでに復業された場合は給付満了となります。
※60歳・70歳で制度減口があります。

37歳 48歳 53歳 56歳 64歳

500日

66歳
二輪車運転中に転倒 急性腰痛症 健診で胃がん見つかる 腰痛再発 その後、

腰椎椎間板ヘルニアの手術
脳梗塞で倒れる リハビリのち復業

給付日数 60日 14日 30日 26日 370日 25日
さらに 長期療養給付

（復業時点で終了です）

加入年齢 ～29歳

2,500円 2,800円 3,000円 3,300円 3,700円1口

30～39歳 40～49歳 50～54歳 55～59歳

給　付　額
最大給付額 1口当たり

入院1日

8口加入全期間（730日）入院の場合
（通算500日まで）

4,304万円 8,000円
自宅1日 6,000円

明日のための安心設計

【月払】で無理のない資金作り!

※「月払」は、掛金負担時1口1万円につき運営事務費100円、生保委託手数料117円、遺族特約保険料6円が差し引かれ、9,777円が積立元本となります。

※ここで紹介した試算表については現在の予定利率（1.259％）に基づく概算であり、将来の支払い額をお約束するものではありません。

※普及期間中には、三井生命、明治安田生命、富国生命の普及担当者がお伺いしますので、ご面談くださいますようお願いします。
※ここでは制度の概要をお知らせしております。詳細についてはパンフレットをご確認ください。

全国の会員から、自在性・柔軟性に富む保険医年金が評価されています。
お問い合わせは 石川県保険医協会まで Tel：076-222-5373Fax：076-231-5156

ご加入例自在性が魅力です！

■月払に加入した場合　
加入時の年齢 加入口（月額）

10口（500万円）加入の場合 20口（1,000万円）加入の場合

⇒ 基本年金月額

経過期間
脱退一時金額 脱退一時金額

年金受給総額（掛金総額）
４5歳
5０歳

１5口（150,000円）
2０口（200,000円）

20年
30年

約6,169,000円 約54,100円 約12,338,000円 約108,200円
約6,928,000円 約60,740円 約13,856,000円 約121,480円

75歳から10年確定で受給の場合⇒ 約55万3,815円 約6,646万円（約5,400万円）
75歳から10年確定で受給の場合⇒ 約59万6,800円 約7,162万円（約6,000万円）

余裕資金は【一時払】でしっかり上乗せ！

○急な出費にも1口単位で解約できます  
○払込が困難な時には「掛金中断」も可能です
○年金の受け取りは「受給時」に①10年定額年金②15年定額年金

③15年逓増年金④20年逓増年金 から選択、または一括受け取り
○万一の時にはご遺族に全額給付
保険医年金は、国の公的年金制度が不十分なためにつくられた医
師・歯科医師を対象とする積立型の年金制度（拠出型企業年金保険）
です。1968年に創設して以来、加入者は約5万4千人、積立金額は約
1兆2千億円で、わが国有数のスケールに発展しています。
保険医年金では年金制度でもっとも大事な点である加入者の年金
給付を守ることを重視し、これまでに年金受給者の年金額をカットした
ことは一度もありません。

この機会にぜひ加入・増口をご検討ください。
お申込み期間 9月1日から10月25日まで ご加入日 2017年1月1日
予定利率 1．259％（2016年9月1日現在の予定利率で、将来変動することがあります）
加入資格 新規は満74歳、増口は満79歳までの保険医協会の会員

月　払
１口１万円

（３０口まで）
一時払

１口50万円
（1回につき４０口まで）

年金資産は複数の生保会社でリスク分散されています。

2015年度の運用実績は予定利率と配当を合わせて1.469％1.469％加入・増口の受付は10月25日まで

基本年金月額　　　　　　  の場合10年確定年金基本年金月額　　　　　　  の場合10年確定年金

締め切り迫る

グループ保険「生命保険料控除証明書」の発行についてグループ保険ご加入のみなさまへ

グループ保険配当金を10月中に送金します
グループ保険加入者の皆様には、10月中に本年度の配当金を送金します。

配当金の振込口座は掛金振替口座です。なお、本年度の被保険者票は8月に郵
送いたしました。ご確認ください。

希望される方は保険医協会までご連絡ください。昨年度発行した方につい
ては、自動的に発行・郵送します。なお、保険料負担者が法人の場合は、生
命保険料控除証明書は発行できませんので、ご注意ください。

石川県保険医協会　電話 076-222-5373

石 川 保 険 医 新 聞 第534号（9）2016年10月15日（毎月15日発行）



会員リレーエッセー ◆◆205◆◆原
稿
募
集
中
　
趣
味
や
旅
行
記
、
医
療
・
福
祉
に
関
し
て
や
平
和
、
環
境
問
題
に
つ
い
て
な
ど
、
会
員
寄
稿
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
編
集
部
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
0
7
6
（
2
2
2
）
5
3
7
3

紆
余
曲
折
を
経
て

平
成
二
十
七
年
三
月
十
四
日

早
朝
、
待
望
の
北
陸
新
幹
線
が

金
沢
で
動
い
た
日
、
土
屋
太
鳳

さ
ん
の
「
出
発
進
行
」
の
号
令

と
と
も
に
県
民
の
多
く
が
歓
喜

に
沸
い
た
あ
の
と
き
が
昨
日
の

よ
う
に
思
い
出
さ
れ
ま
す
。
街

は
多
種
多
様
な
人
々
で
あ
ふ
れ

か
え
り
、
地
物
海
産
物
の
価
格

高
騰
を
招
く
な
ど
昔
懐
か
し
い

ミ
ニ
･
バ
ブ
ル
の
様
相
を
呈

し
、
今
で
も
そ
の
余
韻
が
感

じ
ら
れ
ま
す
。
新
幹
線
に
よ

り
、
観
光
地
金
沢
が
全
国
区
に

な
り
石
川
県
全
体
が
潤
う
こ
と

は
望
ま
し
い
こ
と
で
、
一
住
民

と
し
て
は
嬉
し
い
限
り
で
す

が
、
金
沢
延
伸
が
現
実
の
も
の

と
な
る
ま
で
に
は
長
期
に
わ
た

り
紆
余
曲
折
が
あ
っ
た
こ
と
は

皆
さ
ま
ご
存
知
の
通
り
で
す
。

確
か
私
が
高
校
生
の
時
期
だ
っ

た
と
思
い
ま
す
が
、
石
原
慎
太

郎
運
輸
大
臣
（
当
時
）
が
「
軽

井
沢
以
西
の
北
陸
新
幹
線
は

ス
ー
パ
ー
特
急
方
式
で
整
備
す

る
」
と
の
運
輸
省
案
を
発
表
し

た
こ
ろ
、
石
川
県
の
人
々
は
怒

り
に
震
え
、
地
元
紙
に
は
「
う

な
丼
を
注
文
し
た
の
に
、
あ
な

ご
丼
と
ど
じ
ょ
う
汁
が
出
て
き

た
」
と
い
う
コ
メ
ン
ト
が
記
載

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、

長
野
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
に
合

わ
せ
軽
井
沢	

―	

長
野
間
も
フ

ル
規
格
に
昇
格
、
さ
ら
に
時
を

経
て
森
喜
朗
内
閣
の
と
き
に
長

野	

―	

富
山
間
が
フ
ル
規
格
に

昇
格
し
ま
し
た
。
鉄
道
マ
ニ
ア

な
ら
す
ぐ
に
気
づ
く
こ
と
で
す

が
、
整
備
計
画
に
よ
る
と
元
々

富
山
駅
に
は
終
着
駅
機
能
が
あ

る
は
ず
も
な
く
、
ま
た
車
両
基

地
が
松
任
（
Ｊ
Ｒ
加
賀
笠
間
駅

近
く
）
に
計
画
さ
れ
て
い
た
た

め
、
こ
の
と
き
に
「
富
山
開

業
」＝「
金
沢
開
業
」＝「
松
任
ま

で
建
設
」
が
決
定
さ
れ
た
の
で

す
。
石
川
県
選
出
の
森
総
理
が

「
我
田
引
鉄
」
の
批
判
を
避
け

る
た
め
「
富
山
開
業
」
と
発
表

し
つ
つ
、
実
質
的
に
「
金
沢
開

業
」
を
決
定
し
た
粋
な
計
ら
い

と
言
え
ま
し
ょ
う
。

独
り
試
乗
会

北
陸
新
幹
線
金
沢
開
業
は
、

生
来
の
旅
行
好
き
か
つ
鉄
道

オ
タ
ク
で
あ
る
私
の
深
層
マ

イ
ン
ド
へ
絶
大
な
影
響
を
も

た
ら
し
ま
し
た
。
開
業
四
日

目
、
平
成
二
十
七
年
三
月
十
七

日
の
診
療
終
了
後
、
北
陸
新

幹
線
で
東
京
を
目
指
し
ま
し

た
。
診
療
所
か
ら

徒
歩
八
分
の
Ｊ
Ｒ

松
任
駅
か
ら
在
来

線
に
乗
り
（
乗
車

十
分
）、
金
沢
駅

で
北
陸
新
幹
線
は

く
た
か
5
7
8
号

（
十
九
時
四
十
五

分
発
）
に
乗
り
継

ぎ
ま
し
た
。
新
装

に
な
っ
た
各
駅
の

新
幹
線
ホ
ー
ム
に

陣
取
る
多
く
の
一

般
カ
メ
ラ
マ
ン
の

静
止
画
や
動
画
に

撮
り
込
ま
れ
な
が

ら
、
金
沢	

―	

新
高

岡
間
の
ル
ー
ト
変

更
に
起
因
す
る
不

自
然
な
横
Ｇ
を
感

じ
つ
つ
、
ま
た
富
山
駅
ホ
ー
ム

の
点
字
ブ
ロ
ッ
ク
が
安
全
柵
の

線
路
側
に
あ
る
こ
と
に
違
和
感

を
覚
え
つ
つ
、
翌
日
に
か
け
て

の
ん
び
り
東
京
往
復
の
独
り
試

乗
会
を
終
え
ま
し
た
。
車
窓
に

映
る
荒
川
、
富
士
山
、
信
州
の

山
々
、
日
本
海
、
立
山
連
峰
な

ど
な
ど
、
そ
の
後
何
度
眺
め

て
も
飽
き
る
こ
と
が
あ
り
ま

せ
ん
。

日
常
に
お
い
て
も
自
転
車
で

訪
問
診
療
に
向
か
う
途
中
、
Ｊ

Ｒ
松
任
駅
付
近
の
高
架
を
ゆ
っ

く
り
走
る
北
陸
新
幹
線
に
遭
遇

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
白
山

市
（
旧
松
任
市
）
に
あ
る
白
山

総
合
車
両
所
と
金
沢
駅
を
往
復

す
る
車
両
で
す
。
敦
賀
延
伸
工

事
開
始
に
伴
い
白
山
駅
新
設
の

議
論
も
あ
っ
た
よ
う
で
、
確
か

に
白
山
市
内
に
停
車
し
て
く
れ

た
ら
便
利
で
し
ょ
う
が
、
白
山

駅
は
近
い
将
来
乗
降
客
数
の
少

な
さ
で
有
名
な
安
中
榛
名
駅

（
群
馬
県
）
と
並
ぶ
秘
境
駅
と

な
る
リ
ス
ク
が
あ
り
、
ま
た
細

か
く
止
ま
ら
な
い
か
ら
こ
そ
新

幹
線
の
価
値
が
あ
る
と
思
い
、

今
で
は
自
身
「
要
ら
ん
や
ろ

〜
」
と
の
結
論
に
た
ど
り
着
い

て
い
ま
す
。
と
に
か
く
一
日
も

早
く
金
沢	

―	

小
松
間
を
時
速

二
百
六
十
㎞	
で
疾
走
す
る
Ｗ
７

／
Ｅ
７
系
の
雄
姿
を
は
る
か
頭

上
に
拝
み
た
い
も
の
で
す
。
白

山
総
合
車
両
所
は
日
本
で
四
番

目
に
設
置
さ
れ
た
新
幹
線
総
合

車
両
基
地
で
、
車
両
の
留
置
、

定
期
検
査
、
修
繕
を
行
う
壮
大

な
施
設
で
す
。
日
本
有
数
の
新

幹
線
施
設
は
一
見
の
価
値
が
あ

る
で
し
ょ
う
。
時
に
公
開
イ
ベ

ン
ト
も
あ
る
よ
う
な
の
で
、
機

会
が
あ
り
ま
し
た
ら
ぜ
ひ
ご
訪

問
く
だ
さ
い
。

「
今
日
は
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
疲
れ
た
な
」
と
い
う
と
き
、

ど
の
よ
う
に
心
身
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
を
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
？　

運
動
、
美
食
、
飲
酒
、
映
画
、
旅
行
、
ゲ
ー
ム
な
ど
い
ろ
い

ろ
あ
る
中
で
、
時
間
の
あ
る
無
し
に
関
わ
ら
ず
、
す
ぐ
に
始

め
ら
れ
、
体
に
負
担
な
く
特
別
な
コ
ス
ト
も
か
か
ら
な
い
と

い
う
意
味
で
、
私
は
音
楽
を
聴
く
こ
と
に
し
て
い
る
。
も
ち

ろ
ん
、
感
動
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、
緊
張
感
あ
ふ
れ
る
ラ

イ
ブ
演
奏
の
中
に
あ
る
の
も
事
実
で
は
あ
る
。
そ
の
楽
し
み

を
享
受
す
る
た
め
に
は
、
出
か
け
て
い
く
た
め
の
気
持
ち
と

努
力
が
必
要
と
な
る
。
そ
こ
で
、
自
宅
に
備
え
付
け
た
オ
ー

デ
ィ
オ
セ
ッ
ト
の
電
源
を
入
れ
、
し
ば
し
の
現
実
逃
避
。
最

近
は
ハ
イ
レ
ゾ
と
か
ネ
ッ
ト
配
信
と
か
、
あ
る
意
味
で
良
質

な
音
源
を
手
に
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
は
言
う

も
の
の
、
何
せ
五
十
歳
を
過
ぎ
て
自
分
の
耳
は
せ
い
ぜ
い
聞

こ
え
て
13	

k㎐	
と
い
う
の
が
い
い
と
こ
ろ
。
20	

k㎐	
を
越
え
る
音

が
含
ま
れ
て
い
る
音
源
は｢

猫
に
小
判｣

で
あ
る
。

何
を
聞
く
ん
で
す
か
？　

と
問
わ
れ
れ
ば
、
以
前
は｢

民

謡
と
演
歌
以
外
は
何
で
も｣

と
答
え
て
い
た
が
、
や
は
り
ク

ラ
シ
ッ
ク
と
ジ
ャ
ズ
だ
ろ
う
。
二
十
歳
代
ま
で
は
ク
ラ
シ
ッ

ク
と
言
え
ば
バ
ッ
ハ
が
最
高
で
、
ブ
ラ
ー
ム
ス
や
マ
ー
ラ
ー

な
ん
て
オ
ジ
サ
ン
た
ち
の
聴
く
も
の
と
タ
カ
を
く
く
っ
て
い

た
が
、
い
ざ
オ
ジ
サ
ン
に
な
っ
て
聴
く
と
、
こ
ん
な
に
美
し

い
音
楽
が
あ
っ
た
の
か
と
、
何
で
も
な
い
の
に
涙
し
て
い
る

自
分
に
驚
く
。
ジ
ャ
ズ
は
と
い
う
と
、
そ
の
自
由
さ
、
一
度

限
り
の
美
し
さ
、
か
け
合
い
の
妙
技
を
共
有
す
る
の
が
楽
し

い
。
今
で
は
ラ
ジ
オ
番
組
が
ネ
ッ
ト
配
信
さ
れ
、
か
な
り
の

高
音
質
、
低
雑
音
で
録
音
も
可
能
な
の
で
、
ジ
ャ
ム
セ
ッ

シ
ョ
ン
の
番
組
を
パ
ソ
コ
ン
に
保
存
す
る
こ
と
が
多
い
。
そ

う
い
え
ば
そ
の
昔
、
Ｆ
Ｍ
放
送
を
一
生
懸
命
エ
ア
チ
ェ
ッ
ク

し
て
い
た
っ
け
。

そ
う
や
っ
て
音
に
こ
だ
わ
る
と
、
機
械
に
も
個
性
を
求
め

る
よ
う
に
な
る
。
個
性
と
言
え
ば
真
空
管
を
選
び
た
い
。
電

球
と
同
じ
で
、
ま
れ
に
火
花
を
散
ら
し
て
切
れ
て
し
ま
う
こ

と
も
あ
る
が
、
あ
の
ぬ
く
も
り
（
夏
は
暖
房
）
が
忘
れ
ら
れ

な
い
。
と
、
こ
ん
な
ふ
う
に
書
い
て
い
る
だ
け
で
仕
事
の
疲

れ
も
吹
き
飛
ん
で
し
ま
う
。

音
楽
で
ほ
っ
と
一
息

島
　
隆
雄（
能
美
市
・
内
科
）

二重枠（2つあります）に
入った数字の合計はいく
つになるでしょう。
【ルール】
①空いているマスに、1か
ら 9までの数字のどれか
を入れます。

②タテ列（9列あります）、
ヨコ列（9列あります）、
太線で囲まれた3× 3の
ブロック（それぞれ9マ
スあるブロックが9つあ
ります）のどれにも1か
ら9までの数字が1つず
つ入ります。

（答え3面）
パズル制作／ニコリ

SUDOKU 数 独2 3 4 7
1 □ 2 6

5 1
7 6 9 8

4 5
2 3 1 7
7 8 □
9 7 3

8 2 1 4

囲 碁

（解答は 3 面にあります） （解答は 3 面にあります）

駒
持
　

歩
桂
銀
角

１２３４５６

歩
歩

歩 歩

馬

香玉金

金

歩

黒先　８分で二、三段以上
〈ヒント〉 セキにして生きますが、
 平凡な手段では失敗します。

〈ヒント〉 桂の活用がポイントです。
 （10分で三段）

■出題　九段　石榑郁郎
■出題　九段　西村一義

中級編 中級編

ごきげん
よう

北陸新幹線は
松任まで完成している！

坂東　琢麿（白山市・内科）

第8回（8回シリーズ・最終回）

車両もホームもピカピカです（平成27年3月17日、JR金沢駅新幹線ホーム）

石 川 保 険 医 新 聞 2016年10月15日（毎月15日発行）（10）第534号


